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平成２０年６月１１日 

 

関係各位 

 

 

三重県後期高齢者医療広域連合   

 

 

後期高齢者医療被保険者証の取扱いについて（連絡） 

 

 

 平素より後期高齢者医療制度の運営に御協力いただきありがとうございます。 

 さて、標題の件でありますが、診療報酬明細書等の作成時におかれます留意

点につきまして、医療機関からの疑義等も寄せられていることもあり、下記の

とおりご案内いたします 

 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 

 

記 

 

○被保険者証の記載項目について 

 

・三重県内の市町をまたぐ転居があり保険者番号に変更があった場合、被保険

者証の表記内容（保険者番号）が有効となる期日は「発効期日」の日付になり

ます。「発効期日」の前後に診療等をされた場合は、診療報酬明細書等の記載内

容がかわることがあります。 

・負担割合が変更になった場合、「交付年月日」によって表記方法がかわること

がありますので、「発効期日」、「交付年月日」、「一部負担の割合」をご確認くだ

い。 

・被保険者証の「発効期日」、「交付年月日」以前の状況について確認が必要な

点がありましたら三重県後期高齢者医療広域連合にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

    次項に続く 



例 1)三重県内転居（広域内転居） 

平成２０年４月１日から三重県の後期高齢者医療の被保険者が、 

平成２０年５月１５日に津市から桑名市に転居した場合。 

 

○前の被保険者証（津市） 

 

・有効期限    平成２０年７月３１日 

・資格取得年月日 平成２０年４月 １日 

・発効期日    平成２０年４月 １日

・交付年月日   平成２０年４月 １日 

・一部負担金の割合 １割 

・保険者番号 ３９２４２０１１

・保険者 三重県後期高齢者医療広域連合 

 

○後の被保険者証（桑名市） 

 

・有効期限    平成２０年７月３１日 

・資格取得年月日 平成２０年４月 １日 

・発効期日    平成２０年５月１５日

・交付年月日   平成２０年５月１８日 

・一部負担金の割合 １割 

・保険者番号 ３９２４２０５２

・保険者 三重県後期高齢者医療広域連合 

 

※平成２０年４月１日から５月１４日まで保険者番号は「３９２４２０１１」

に、平成２０年５月１５日より新しい保険者番号「３９２４２０５２」になり、

診療報酬明細書等は保険者番号を別々に作成いただくことになります。 

 

★後期高齢者医療制度の保険証（被保険者証）見本 

 
次項に続く 



例２）負担割合変更 

三重県の後期高齢者医療にて 

平成２０年４月１日から平成２０年５月３１日まで３割負担の被保険者が 

平成２０年６月１日から１割負担になった場合。 

 

○前の被保険者証（３割） 

 

・有効期限    平成２０年７月３１日 

・資格取得年月日 平成２０年４月 １日 

・発効期日    平成２０年４月 １日

・交付年月日   平成２０年４月 １日

・一部負担金の割合 ３割

・保険者番号 ３９２４２０１１ 

・保険者 三重県後期高齢者医療広域連合 

 

○後の被保険者証（１割） ※A 

・有効期限    平成２０年７月３１日 

・資格取得年月日 平成２０年４月 １日 

・発効期日    平成２０年４月 １日

・交付年月日   平成２０年５月２６日

・一部負担金の割合 １割（平成２０年５月３１日までは３割）

・保険者番号 ３９２４２０１１ 

・保険者 三重県後期高齢者医療広域連合 

 

※A「交付年月日」の翌月より一部負担割合が変更になる証の場合は、５月中は

３割とのことで、「発効期日」は変更させません。「一部負担の割合」の「（平成

２０年５月３１日までは３割）」の表記より６月１日から１割負担との確認にな

ります。 

 

○後の被保険者証（１割） ※B 

・資格取得年月日 平成２０年４月 １日 

・発効期日    平成２０年６月 １日

・交付年月日   平成２０年６月 ２日

・一部負担金の割合 １割

 

※B「交付年月日」が「発効期日」より後の日付の場合などは「（平成２０年５

月３１日までは３割）」の表記がなくなり、「発効期日」の表記「平成２０年６

月１日」から１割負担が有効となります。 


